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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上の窒化物系半導体からなり、炭素を含むバッファ層と、
　前記バッファ層上の窒化物系半導体からなり、炭素を含む高抵抗層と、
　前記高抵抗層上の窒化物系半導体からなるチャネル層と
を有する半導体基板であって、
　前記高抵抗層は、
　　前記バッファ層よりも炭素濃度が低い第１の領域と、
　　前記第１の領域と前記チャネル層との間に設けられ、前記第１の領域よりも炭素濃度
が高い第２の領域と
を有し、
　前記第１の領域が遷移金属を含み、前記第１の領域の遷移金属濃度が前記第２の領域の
遷移金属濃度より高いことを特徴とする半導体基板。
【請求項２】
　前記第１の領域の遷移金属濃度が、１×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、１×１０２

０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下であることを特徴とする請求項１に記載の半導体基板。
【請求項３】
　前記第１の領域の遷移金属濃度が、１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、１×１０１

９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下であることを特徴とする請求項２に記載の半導体基板。
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【請求項４】
　前記第１の領域が遷移金属を含み、前記第１の領域の厚さが３ｎｍ以上、３０００ｎｍ
以下であることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の半導体基板。
【請求項５】
　前記第１の領域は、前記バッファ層と接していることを特徴とする請求項１から請求項
４のいずれか一項に記載の半導体基板。
【請求項６】
　前記第１の領域の炭素濃度が１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満であり、前記第２の
領域の炭素濃度が１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、１×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ
３以下であることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の半導体基板
。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の半導体基板を用いて作製された半導体素
子であって、前記チャネル層上に電極が設けられているものであることを特徴とする半導
体素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体基板及びこの半導体基板を用いて作製された半導体素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　窒化物半導体を用いた半導体基板は、高周波かつ高出力で動作するパワー素子等に用い
られている。特に、マイクロ波、準ミリ波、ミリ波等の高周波帯域において増幅を行うの
に適したものとして、例えば高電子移動度トランジスタ（Ｈｉｇｈ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　
Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：ＨＥＭＴ）等が知られている。
【０００３】
　窒化物半導体を用いた半導体基板として、Ｓｉ基板上に、バッファ層、ＧａＮ層、Ａｌ
ＧａＮからなるバリア層が順次積層された半導体基板が知られている。
　ＧａＮ層のうち下部の層（高抵抗層）は、縦方向及び横方向の電気抵抗を高めることで
、トランジスタのオフ特性向上、縦方向リークの抑制により高耐圧化が可能となる。その
ためＧａＮ層に炭素をドープし、ＧａＮ結晶中に深い準位を形成し、ｎ型の伝導を抑制さ
せる。
　一方、ＧａＮ層のうち上部の層は、チャネル層として機能し、キャリアをトラップさせ
る準位が形成されると電流コラプス（出力電流特性の再現性が劣化する現象）の要因とな
りうるため、炭素等の濃度を十分低下させる必要がある（特許文献１－３参照）。
【０００４】
　また、特許文献４には、ＧａＮ層にＦｅを添加することで高抵抗化を図ることが開示さ
れ、Ｆｅのエネルギー準位を安定化させるために炭素をさらに添加することも開示されて
いる。
　また、特許文献５には、寄生容量を低減させるとともに高耐圧化させるために、ＧａＮ
層にＦｅを添加することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第５０６４８２４号公報
【特許文献２】特開２００６－３３２３６７号公報
【特許文献３】特開２０１３－０７００５３号公報
【特許文献４】特開２０１２－０３３６４６号公報
【特許文献５】特開２０１０－１２３７２５号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のように、高抵抗層は炭素濃度を高くすることで、デバイスの縦方向（厚み方向）
リーク電流を抑制し、トランジスタのオフ特性を向上させるために用いているが、炭素濃
度の高い高抵抗層の結晶性について本発明者らは調べた。
【０００７】
　図９に高抵抗層の結晶性の成長温度依存性を示し、図１０に高抵抗層の炭素濃度の成長
温度依存性を示す。
　図９－１０からわかるように、成長温度を下げると高抵抗層の炭素濃度を増加させるこ
とができるが、逆に高抵抗層の結晶性が低くなっている。
【０００８】
　高抵抗層の結晶性が低くなると、リーク電流が増加するとともに、その上に形成される
チャネル層の結晶性も低くなることによって、チャネル層における電子移動度の低下や電
流コラプスを引き起こすという問題がある。
【０００９】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、高抵抗層の高抵抗を維持しなが
ら結晶性を高くすることでリーク電流を低減させるとともに、その上に形成されるチャネ
ル層の結晶性も高くすることでチャネル層における電子移動度の低下や電流コラプスの発
生を抑制できる半導体基板及び半導体素子を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明は、基板と、前記基板上の窒化物系半導体からなり
、炭素を含むバッファ層と、前記バッファ層上の窒化物系半導体からなり、炭素を含む高
抵抗層と、前記高抵抗層上の窒化物系半導体からなるチャネル層とを有する半導体基板で
あって、前記高抵抗層は、前記バッファ層よりも炭素濃度が低い第１の領域と、前記第１
の領域と前記チャネル層との間に設けられ、前記第１の領域よりも炭素濃度が高い第２の
領域とを有することを特徴とする半導体基板を提供する。
【００１１】
　このように、高抵抗層が、バッファ層よりも炭素濃度が低い第１の領域と、第１の領域
とチャネル層との間にあって、第１の領域よりも炭素濃度が高い第２の領域とを有するこ
とで、高抵抗層の高抵抗を維持しながら結晶性を高くすることができ、それによってリー
ク電流を低減させるとともに、その上に形成されるチャネル層の結晶性も高くすることで
チャネル層における電子移動度の低下や電流コラプスの発生を抑制できる。
【００１２】
　このとき、前記第１の領域が遷移金属を含み、前記第１の領域の遷移金属濃度が前記第
２の領域の遷移金属濃度より高いことが好ましい。
　第１の領域が第２の領域の遷移金属濃度より高い濃度で遷移金属を含むことで、炭素濃
度の低い第１の領域において縦方向リーク電流の増加を抑制することができるとともに、
第１の領域の結晶性をさらに高くすることができ、これにより第１の領域より上に形成さ
れる窒化物系半導体の結晶性をさらに改善することができる。
【００１３】
　このとき、前記第１の領域の遷移金属濃度が、１×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、
１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、特に１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、１×
１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下であることが好ましい。
　第１の領域の遷移金属濃度がこのような濃度範囲であれば、第１の領域における縦方向
リーク電流の増加を確実に抑制することができ、第１の領域より上に形成される窒化物系
半導体の結晶性を確実に改善することができる。
【００１４】
　このとき、前記第１の領域が遷移金属を含み、前記第１の領域の厚さが３ｎｍ以上、３
０００ｎｍ以下であることが好ましい。
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　第１の領域が遷移金属を含む場合に、第１の領域の厚さがこのような範囲であれば、第
１の領域の高抵抗を維持しながら、第１の領域より上に形成される窒化物系半導体の結晶
性を改善することができる。
【００１５】
　このとき、前記第１の領域が遷移金属を含まず、前記第１の領域の厚さが３ｎｍ以上、
５００ｎｍ以下であることが好ましい。
　第１の領域が遷移金属を含まない場合に、第１の領域の厚さがこのような範囲であれば
、縦方向リーク電流の抑制を維持しながら、第１の領域より上に形成される窒化物系半導
体の結晶性を改善することができる。
【００１６】
　このとき、前記第１の領域は、前記バッファ層と接していることが好ましい。
　このように結晶性の高い第１の領域をよりバッファ層側に（すなわち、より基板側に）
設けることにより、第１の領域より上に形成される窒化物系半導体の結晶性をより効果的
に改善することができる。
【００１７】
　このとき、前記第１の領域の炭素濃度が１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満であり、
前記第２の領域の炭素濃度が１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、１×１０１９ａｔｏ
ｍｓ／ｃｍ３以下であることが好ましい。
　第１の領域及び第２の領域の炭素濃度として、このような濃度範囲を好適に用いること
ができる。
【００１８】
　また、本発明は、上記の半導体基板を用いて作製された半導体素子であって、前記チャ
ネル層上に電極が設けられているものであることを特徴とする半導体素子を提供する。
【００１９】
　このような本発明の半導体基板を用いて作製された半導体素子であれば、高抵抗層の高
抵抗を維持しながら結晶性を高くすることができ、それによってリーク電流を低減させる
とともに、その上に形成されるチャネル層の結晶性も高くすることでチャネル層における
電子移動度の低下や電流コラプスの発生を抑制できる。
【発明の効果】
【００２０】
　以上のように、本発明によれば、高抵抗層の高抵抗を維持しながら結晶性を高くするこ
とができ、それによってリーク電流を低減させるとともに、その上に形成されるチャネル
層の結晶性も高くすることでチャネル層における電子移動度の低下や電流コラプスの発生
を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施態様の一例を示す半導体基板の深さ方向の濃度分布を示す図である
。
【図２】本発明の実施態様の一例を示す半導体基板の断面図である。
【図３】本発明の実施態様の一例を示す半導体素子の断面図である。
【図４】実施例２の半導体基板の深さ方向の不純物濃度分布を示す図である。
【図５】実施例５の半導体基板の深さ方向の不純物濃度分布を示す図である。
【図６】実施例５の半導体基板の断面図である。
【図７】実施例５の半導体素子の断面図である。
【図８】低炭素層上のＧａＮ層の結晶性の低炭素層の膜厚依存性を示す図である。
【図９】高抵抗層の結晶性の成長温度依存性を示す図である。
【図１０】高抵抗層の炭素濃度の成長温度依存性を示す図である
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　前述のように、高抵抗層は炭素濃度を高くすることで、デバイスの縦方向リーク電流を
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抑制し、トランジスタのオフ特性を向上させるために用いているが、炭素濃度を高くする
と高抵抗層の結晶性が低くなる。高抵抗層の結晶性が低くなると、リーク電流が増加する
とともに、その上に形成されるチャネル層の結晶性も低くなることによって、チャネル層
における電子移動度の低下や電流コラプスを引き起こすという問題があった。
【００２３】
　そこで、本発明者らは、高抵抗層の高抵抗を維持しながら結晶性を高くすることでリー
ク電流を低減させるとともに、その上に形成されるチャネル層の結晶性も高くすることで
チャネル層における電子移動度の低下や電流コラプスの発生を抑制できる半導体基板につ
いて鋭意検討を重ねた。その結果、高抵抗層中に、バッファ層よりも炭素濃度が低い第１
の領域と、第１の領域とチャネル層との間に設けられ第１の領域よりも炭素濃度が高い第
２の領域とを設けることで、高抵抗層の高抵抗を維持しながら結晶性を高くすることがで
き、それによってリーク電流を低減させるとともに、その上に形成されるチャネル層の結
晶性も高くすることでチャネル層における電子移動度の低下や電流コラプスの発生を抑制
できることを見出し、本発明をなすに至った。
【００２４】
　以下、本発明について、実施態様の一例として、図を参照しながら詳細に説明するが、
本発明はこれに限定されるものではない。
【００２５】
　まず、本発明の実施態様の一例を示す半導体基板について、図１－２を参照しながら説
明する。
　図１は本発明の実施態様の一例を示す半導体基板の深さ方向の濃度分布を示した図であ
り、図２は本発明の半導体基板の断面図である。
【００２６】
　図２に示す本発明の実施態様の一例を示す半導体基板１０は、基板１２と、基板１２上
に設けられたバッファ層１４と、バッファ層１４上に設けられた窒化物系半導体（例えば
、ＧａＮ）からなり、遷移金属及び炭素を不純物として含む高抵抗層１５と、高抵抗層１
５上に設けられた能動層２２を有している。
　ここで、基板１２は、例えば、Ｓｉ又はＳｉＣからなる基板である。また、バッファ層
１４は、例えば、窒化物系半導体からなる第一の層と、第一の層と組成の異なる窒化物系
半導体からなる第二の層とが繰り返し積層された積層体で構成されるバッファ層である。
　第一の層は例えば、ＡｌｙＧａ１－ｙＮからなり、第二の層は例えば、ＡｌｘＧａ１－

ｘＮ（０≦ｘ＜ｙ≦１）からなる。
　具体的には、第一の層はＡｌＮとすることができ、第二の層はＧａＮとすることができ
る。
【００２７】
　能動層２２は、窒化物系半導体からなるチャネル層１８と、チャネル層１８上に設けら
れた窒化物系半導体からなるバリア層２０とを有している。チャネル層１８は例えば、Ｇ
ａＮからなり、バリア層２０は例えば、ＡｌＧａＮからなる。
【００２８】
　高抵抗層１５は、炭素濃度がバッファ層１４より低く遷移金属の濃度が一定である低炭
素層（第１の領域）１６と、低炭素層１６とチャネル層１８との間に設けられ炭素濃度が
低炭素層１６より高く遷移金属が低炭素層１６側からチャネル層１８側に向かって減少し
ている高炭素層（第２の領域）１７とを含んでいる。
　なお、図１において、高抵抗層１５が遷移金属を含んでいる場合を示しているが、高抵
抗層１５は遷移金属を含んでいなくてもよい。
　高抵抗層１５が、バッファ層１４よりも炭素濃度が低い低炭素層１６と、低炭素層１６
とチャネル層１８との間に設けられ低炭素層１６よりも炭素濃度が高い高炭素層１７とを
有することで、高抵抗層１５の高抵抗を維持しながら結晶性を高くすることができ、それ
によってリーク電流を低減させるとともに、その上に形成されるチャネル層１８の結晶性
も高くすることでチャネル層における電子移動度の低下や電流コラプスの発生を抑制でき
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る。
【００２９】
　半導体基板１０において、遷移金属をＦｅとすることができる。
　このように、遷移金属としてＦｅを好適に用いることができる。なお、遷移金属として
Ｓｃ、Ｔｉ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ等を用いることもできる。
【００３０】
　炭素の添加は、窒化物系半導体層をＭＯＶＰＥ（有機金属気相成長）法によって成長さ
せるときに、原料ガス（ＴＭＧ（トリメチルガリウム）等）に含まれる炭素が膜中に取り
込まれることによって行われるものであるが、プロパン等のドーピングガスによって行う
こともできる。
【００３１】
　半導体基板１０において、低炭素層１６が遷移金属を含む場合、低炭素層１６の遷移金
属濃度が高炭素層１７の遷移金属濃度より高いことが好ましい。
　低炭素層１６が高炭素層１７より高い濃度で遷移金属を含むことで、炭素濃度の低い低
炭素層１６において縦方向リーク電流の増加を抑制することができるとともに、低炭素層
１６の結晶性をさらに高くすることができ、これにより第１の領域より上に形成される窒
化物系半導体の結晶性をさらに改善することができる。
【００３２】
　低炭素層１６の遷移金属濃度が、１×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、１×１０２０

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、特に１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、１×１０１９ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ３以下であることが好ましい。
　低炭素層１６の遷移金属濃度がこのような濃度範囲であれば、低炭素層１６における縦
方向リーク電流の増加を確実に抑制することができ、低炭素層１６より上に形成される窒
化物系半導体の結晶性を確実に改善することができる。
【００３３】
　半導体基板１０において、低炭素層１６が遷移金属を含む場合、低炭素層１６の厚さが
３ｎｍ以上、３０００ｎｍ以下であることが好ましく、５ｎｍ以上、２０００ｎｍ以下で
あることが特に好ましい。
　低炭素層１６が遷移金属を含む場合に、低炭素層１６の厚さがこのような範囲であれば
、低炭素層１６の高抵抗を維持しながら、低炭素層１６より上に形成される窒化物系半導
体の結晶性を改善することができる。
【００３４】
　半導体基板１０において、低炭素層１６が遷移金属を含まない場合、低炭素層１６の厚
さが３ｎｍ以上、５００ｎｍ以下であることが好ましく、５ｎｍ以上、２００ｎｍ以下で
あることが特に好ましい。
　低炭素層１６が遷移金属を含まない場合に、低炭素層１６の厚さがこのような薄い範囲
であれば、縦方向リーク電流の抑制を維持しながら、低炭素層１６より上に形成される窒
化物系半導体の結晶性を改善することができる。
【００３５】
　半導体基板１０において、低炭素層１６は、バッファ層１４と接していることが好まし
い。
　このように結晶性の高い低炭素層１６をよりバッファ層１４側（すなわち、より基板１
２側に）設けることにより、低炭素層１６より上に形成される窒化物系半導体の結晶性を
より効果的に改善することができる。
【００３６】
　ここで、低炭素層１６の炭素濃度が１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満であり、前記
第２の領域の炭素濃度が１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、１×１０１９ａｔｏｍｓ
／ｃｍ３以下であることが好ましい。
　第１の領域及び第２の領域の炭素濃度として、このような濃度範囲を好適に用いること
ができる。
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【００３７】
　　次に、本発明の実施態様の一例を示す半導体素子について、図３を参照しながら説明
する。
　図３は本発明の実施態様の一例を示す半導体素子の断面図である。
　半導体素子１１は、本発明の半導体基板１０を用いて作製されたものであり、能動層２
２上に設けられた第一電極２６、第二電極２８、制御電極３０を有している。
　半導体素子１１において、第一電極２６及び第二電極２８は、第一電極２６から、チャ
ネル層１８内に形成された二次元電子ガス層２４を介して、第二電極２８に電流が流れる
ように配置されている。
　第一電極２６と第二電極２８との間に流れる電流は、制御電極３０に印可される電位に
よってコントロールすることができる。
【００３８】
　半導体素子１１は、本発明の実施態様の一例を示す半導体基板１０を用いて作製された
ものであり、高抵抗層の高抵抗を維持しながら結晶性を高くすることができ、それによっ
てリーク電流を低減させるとともに、その上に形成されるチャネル層の結晶性も高くする
ことでチャネル層における電子移動度の低下や電流コラプスの発生を抑制できる。
【実施例】
【００３９】
　以下、実施例及び比較例を示して本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらに
限定されるものではない。
【００４０】
（実施例１）
　図１に示す深さ方向の濃度分布を有する図２に示すような半導体基板を作製した。ただ
し、遷移金属としてＦｅを用い、低炭素層１６における炭素濃度は、５×１０１７ａｔｏ
ｍｓ／ｃｍ３とし、高炭素層１７における炭素濃度は２×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３と
し、低炭素層１６におけるＦｅの濃度は、３×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３とした。また
、低炭素層１６の厚さは５００ｎｍとし、高炭素層１７の厚さは１６００ｎｍとした。
　作製された半導体基板を用いて図３に示すような半導体素子を作製した。
【００４１】
（実施例２）
　図４に示す深さ方向の濃度分布を有する図２に示すような半導体基板を作製した。ただ
し、高抵抗層１５には遷移金属を添加せず、低炭素層１６における炭素濃度は、３×１０
１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３とし、高炭素層１７における炭素濃度は２×１０１８ａｔｏｍｓ
／ｃｍ３とした。また、低炭素層１６の厚さは１００ｎｍとし、高炭素層１７の厚さは１
６００ｎｍとした。
　作製された半導体基板を用いて図３に示すような半導体素子を作製した。
【００４２】
（実施例３）
　実施例２と同様にして半導体基板を作製した。ただし、低炭素層１６の厚さは２００ｎ
ｍとし、高炭素層１７の厚さは１５００ｎｍとした。
　作製した半導体基板において、低炭素層１６上の０００２方向のＧａＮ層（高炭素層１
７を含む）の結晶性をＸ線回折を用いて測定した。その結果を図８に示す。
　作製された半導体基板を用いて図３に示すような半導体素子を作製した。
【００４３】
（実施例４）
　実施例２と同様にして半導体基板を作製した。ただし、低炭素層１６の厚さは４００ｎ
ｍとし、高炭素層１７の厚さは１３００ｎｍとした。
　作製した半導体基板において、低炭素層１６上の０００２方向のＧａＮ層（高炭素層１
７を含む）の結晶性をＸ線回折を用いて測定した。その結果を図８に示す。
　作製された半導体基板を用いて図３に示すような半導体素子を作製した。
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【００４４】
（比較例）
　実施例２と同様にして半導体基板を作製した。ただし、低炭素層１６は形成せずに、高
炭素層１７の厚さは１７００ｎｍとした。
　作製した半導体基板において、高炭素層１７を含む０００２方向のＧａＮ層の結晶性を
Ｘ線回折を用いて測定した。その結果を図８に示す。
　作製された半導体基板を用いて図３に示すような半導体素子（ただし、低炭素層１６は
形成されていない）を作製した。
【００４５】
（実施例５）
　図５（ａ）に示す深さ方向の濃度分布を有する図６に示すような半導体基板を作製した
。
　図５－６に示す半導体基板１０’は、高抵抗層１５がさらに、炭素濃度が低炭素層１６
より高い高炭素層（第３の領域）１９をバッファ層１４と低炭素層１６との間に含んでい
ることを除いて、図４、図２に示す半導体基板１０と同様の構成となっている。ただし、
高抵抗層１５には遷移金属を添加せず、低炭素層１６における炭素濃度は、３×１０１７

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３とし、高炭素層１７における炭素濃度は２×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃ
ｍ３とし、高炭素層１９における炭素濃度は２×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３とした。ま
た、低炭素層１６の厚さは１００ｎｍとし、高炭素層１７の厚さは８００ｎｍとし、高炭
素層１９の厚さは８００ｎｍとした。
　なお、図５（ｂ）に示すように、低炭素層１６と高炭素層１７との間に炭素濃度が徐々
に増加する遷移領域２１を設けてもよい。
　作製された半導体基板を用いて図７に示すような半導体素子を作製した。
　図７に示す半導体素子１１’は、高抵抗層１５がさらに、炭素濃度が低炭素層１６より
高い高炭素層（第３の領域）１９をバッファ層１４と低炭素層１６との間に含んでいるこ
とを除いて、図３の半導体素子１１と同様の構成となっている。
【００４６】
　図８からわかるように、低炭素層１６の膜厚が増加するとともに、低炭素層１６上のＧ
ａＮ層の結晶性が高くなっている。すなわち、低炭素層１６を形成しない比較例と比較し
て、低炭素層１６を形成した実施例３－４の半導体基板の低炭素層１６上のＧａＮ層（高
炭素層１７を含む）の結晶性は高くなっており、低炭素層１６の膜厚の厚い実施例４では
低炭素層１６の膜厚の薄い実施例３と比較して結晶性がより高くなっている。
　さらに、実施例１－５の半導体素子において、比較例の半導体素子と比較して縦方向リ
ーク電流が減少し、チャネル層において電子移動度の低下や電流コラプスの発生が抑制さ
れていることが確認できた。
【００４７】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
　例えば、各実施形態において、低炭素層１６、高炭素層１７、１９の各層のいずれか１
つが基板１２側からチャネル１８側に向かって炭素濃度が徐々に増加していてもよい。
 
【符号の説明】
【００４８】
　１０，１０’…半導体基板、　１１，１１’…半導体素子、　１２…基板、
　１４…バッファ層、　１５…高抵抗層、　１６…低炭素層（第１の領域）、
　１７…高炭素層（第２の領域）、　１８…チャネル層、
　１９…高炭素層（第３の領域）、　２０…バリア層、　２１…遷移領域、
　２２…能動層、　２４…二次元電子ガス層、　２６…第一電極、　２８…第二電極、
　３０…制御電極。
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